
　　※詳細は、上図㋑・㋺・㋩部分に分割して次のページ以降に記載しています。

介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書の見方
　　※年度を通して介護保険料を年金差し引きにより納付いただく
　　予定の方に送付している通知です。
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（1/2）･･･保険料の算定内容が確認できます。

当該通知により決定した保険料額を記載しています。

介護保険料の算定基礎となる「所得段階」を基準日における被保険者本

人の市県民税課税の有無、前年の所得及び世帯員の市県民税課税の有無

により決定します。

＊住民税の申告をしていないなどの理由で、収入状況を小山市で把握し

ていない方が同世帯にいる場合、その方は収入がないもの（住民税非課

税）として暫定的に所得段階を決定します。

＊介護保険料の所得段階基準については、小山市ホームページをご覧く

ださい。

当該年度の保険料額の算定内容です。

●「基本保険料額」

⇒決定された「所得段階」に応じた「基本保険料額」（１２ヵ月分）を

記載しています。

●「加入月数」「決定保険料額」

⇒介護保険料は年度単位で計算しています。「加入月数」には保険料が

かかる月を記載しています。「決定保険料額」には当該年度に納付が必

要となる保険料を記載しています。

こちらに記載がある方の介護保険料についての通知です。

電話等でお問い合わせの時は、「宛名コード」をお伝えください。

「第１号被保険者（６５歳以上の方）の介護保険料」
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http://www.city.oyama.tochigi.jp/site/zeiryouportal/2044.html


（2/2）･･･年金差し引きにより納付いただく分
　　　　　         （特別徴収）の明細です。

何月支給の年金から、保険料がいくら差し引かれるのかを記載しています。

翌年度の４・６・８月の年金から差し引かれる予定の額を記載しており

ます。

年度の保険料が決定するまでの期間、当該年度の保険料に基づいた仮の

額で年金から差し引かれます（仮徴収）。

＊仮徴収額と翌年度１０月以降に年金から差し引かれる保険料（本徴

収）の差が大きい場合には８月の仮徴収額を調整する場合があります。

７月の通知でご確認ください。

保険料が差し引かれる年金について記載しています。

●特別徴収義務者

⇒あらかじめ年金から保険料を差し引き、ご本人に代わり保険料を納付

する義務を負う者です。（日本年金機構など）

●特別徴収対象年金

⇒保険料が差し引かれる年金を記載しています。複数の年金を受給して

いる方は優先順位の高い年金から保険料が差し引かれます。

ハ

3


